
補助金事業規程	
 

	
 

(趣	
 旨)	
 

第1条	
 この規程は、一般社団法人長崎県作業療法士会(以下「本会」とする)の会員が、学

術研鑽や情報交換などを目的に企画し開催する研修会などに対して、本会が直接経

費の補助などを行う支援事業の基本事項を定めるものである。	
 

	
 

（名	
 称）	
 

第2条	
 事業の名称は、長崎県作業療法士会研修会等補助金事業(以下、補助金事業)とする。	
 

	
 

(申請資格)	
 

第3条	
 補助金事業を申請できる者は、本会正会員(以下、申請者)に限られる。	
 

	
 

(対象経費)	
 

第 4 条	
 	
 申請可能な経費は、補助金事業開催に必要な以下の直接経費とする。	
 

（1）	
 報償費	
 研修会講師への謝礼金(講師謝金)	
 

（2）	
 旅費交通費	
 講師及び運営スタッフの旅費交通費及び宿泊料	
 

（3）	
 会場設営賃借費	
 会場、音響などの物品借り上げ、会場設営費用	
 

（4）	
 会議費	
 講師及び運営スタッフの食事や茶菓提供費用	
 

（5）	
 儀礼交際費	
 前日または当日の懇親会等の講師接待費(懇親会費相当額)	
 

（6）	
 印刷製本費	
 書類及び資料などの印刷、製本費用	
 

（7）	
 通信運搬費	
 電話や郵送料などの通信、運搬費用	
 

（8）	
 消耗品費	
 文房具、コピー用紙など運営に必要な消耗品の購入費用	
 

（9）	
 雑費	
 両替や振込手数料などの費用	
 

2.  経費算定の基準は、本会の定める各規程に則り行う。	
 

3.  上記以外に必要な経費については、審査会及び理事会の承認を得る必要がある。	
 

	
 

(申請手続き)	
 	
 

第 5 条	
 申請者は、申請手続きから報告に至る補助金事業の流れを理解し、事業計画書を審

査会に提出する。補助金事業の流れは、別図 1 を参照し、書類は別記様式 1,2 を用

いる。	
 

2.	
 	
 申請者は事業実施予定日の少なくとも 2 ヶ月前までに事業計画書を提出しなければ

ならない。	
 

3.	
 	
 審査会や理事会から事業計画書の訂正と修正を求められた場合、申請者は速やかに

再提出しなければならない。	
 

4.	
 	
 申請者は企画内容について、審査会及び理事会から説明を求められることがある。	
 

	
 

(審査会・審査委員)	
 

第 6 条	
 	
 申請者の企画内容、予算計画などを検討するため、審査会を学術局内に置く。	
 

2.  審査会は、学術局長を含む 5 名以上の学術局員が審査員となり審査にあたる。	
 

	
 

	
 

（審査基準）	
 

第 7 条	
 	
 審査は、以下に示す審査基準を評価し、審査員が総合的に判断する。申請者は、企

画内容が審査基準に合致するか事前に十分な検討を行う。	
 

(1)	
 	
 会員に対して学術的に広く寄与しうる企画内容であること	
 

(2)	
 	
 作業療法に関連する学術的研鑽を見込める企画内容であること	
 

(3)	
 	
 作業療法に関連する学術的情報交換が見込める企画内容であること	
 

(4)	
 	
 作業療法と他専門領域との学術的交流が見込める企画内容であること	
 

(5)	
 	
 企画内容は実行可能であること	
 



(6)	
 	
 企画内容に見合う経費を申請していること	
 

(7)	
 	
 実施内容を会員へ公表すること	
 

	
 

(審査結果・補助金額)	
 

第8条	
 	
 	
 審査員は、別記様式 3 を用いて、審査結果を審査会に報告する。	
 

2.  審査会は、審査員の報告を踏まえ、審査結果を総合的に判断する。	
 

3.  審査結果は、以下の通りである。	
 

（1）	
 交付決定	
 

（2）	
 修正後交付決定	
 

（3）	
 交付不可	
 

4.  前項第 1 号の場合、補助金額を申請者に対し報告する。前項第 2,3 号の場合、審査

会はその理由を申請者に報告する。報告に用いる書式は、別記様式 4 とする。	
 

5.  審査結果が「交付不可」の場合、申請者は内容を再考し再申請を行うことができる。	
 

6.  企画内容や対象経費など、審査会で結果を判断できない場合、理事会で審査を行う。	
 

7.  理事会は、申請者及び審査会に意見を求めることができる。	
 

8.  補助金額は 1 件につき 100,000 円を目安とする。なお、企画内容及び補助金事業の

申請件数によって、補助金額は増減することがある。	
 

	
 

(交付決定後の手続きと報告)	
 

第9条	
 	
 	
 	
 交付が決定された申請者は、交付金を学術局から受領する。	
 

2.  申請代表者は、交付を受けた事業計画書に基づき相違なく企画内容を実行する。	
 

3.  事業計画書に基づいた実行が困難な事態が生じた場合、その理由を明記した上で事

業計画書を審査会へ直ちに提出し、承諾を得る必要がある。	
 

4.  補助金事業を実施後、申請者は別記様式 2 を審査会に提出しなければならない。	
 

5.  申請者あるいは申請者が委ねた会員は、以下のいずれかの方法を用いて、当該事業

年度内に補助金事業の報告を会員に対して行う。	
 

（1）	
 長崎県作業療法学会	
 

（2）	
 機関誌「長崎作業療法研究」、又は本会発刊物	
 

6.  申請者は、前項の報告を行う際、補助金事業を活用した旨を記載する。	
 

	
 

(参加費・会計処理)	
 

第10条	
 	
 	
 補助金事業の参加費は原則無料とする。	
 

2.  会計処理については、本会の会計処理規程に基づき行う。	
 

	
 

(経費の返還)	
 

第11条	
 	
 	
 申請者は、以下に該当する場合、交付された対象経費を一部、あるいはその全額を	
 

	
 	
 返還しなければならない。	
 

(1)	
 	
 事業計画書に書かれた対象経費と実際の経費が大きく異なる	
 

(2)	
 	
 事業計画書と大きく違う企画内容が行われる	
 

2.  審査会は、事業報告書に基づき、補助金事業が適正に行われたか確認する。	
 

3.  返還を要求された申請者は、不服申し立てを行うことができる。	
 

4.  申請者と審査会の協議が折り合わない場合、最終的な決定は理事会が行う。	
 

	
 

(規程の変更)	
 

第12条	
 	
 	
 この規程の変更は、理事会の承認を必要とする。(試行期間に関する文言削減)	
 

	
 

(附	
 則)	
 

・平成 23 年 6 月 1 日	
 本規程の試行(平成 24 年 3 月 31 日まで)	
 

・平成 24 年 4 月 1 日より施行	
 

・平成 27 年 7 月 1 日	
 本規程、別記様式 1,2 の一部修正	
 

	
 


